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令和８年度 ○○積算技術業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

本業務は、工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算
資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署にお
ける工事発注の円滑化を図ることを目的とする。

【業務概要】 ※「入札実施要項」1.1(1)より引用

業務内容
詳細設計 ・構造計算等を行い図面を作成

発注方針の決定

積算に必要な現地調査

・発注する区間や順序などを決定

工事発注図書及び数量総括表（数量計算書）の作成

予定価格の作成

発注図書の確定

［受注者］

［発注者］

［設計業務受注者］

［発注者］

［受注者］

入札・契約

［発注者］

積算技術業務

積算資料の作成

積算システムへの積算データ入力（データリストの作成）

［受注者］

［受注者］

（工事数量の集計）

履行期間：令和８年４月１日～令和１０年３月３１日（予定） 予定金額：○○百万円程度
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令和８年度 ○○積算技術業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

・本業務は、公共工事の発注や公共施設の管理等に関する支援を通じて、国土交通省・内閣府の
円滑な業務の遂行に資する「発注者支援業務等」。
・各事務所等では、工事を契約するために予定価格の算定が必要。
・職員数も減少しており、民間事業者の協力が必要。
・本業務は、国土交通省及び内閣府が定める「発注者支援業務（積算技術業務）入札実施要項」
に基づき全国で統一した入札契約手続きを行う。

【業務の背景や経緯】
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令和８年度 ○○積算技術業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

１）積算に必要な現地調査
民間事業者は、積算に必要な現場条件等の調査を行い、調査結果を書面で業務発注担当部署に提出のうえ、

積算に用いる現場条件について業務発注担当部署の承諾を得るものとする。なお、現地調査は、事前にその内
容を協議の上、行うものとする。

２）工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成
民間事業者は、業務発注担当部署より示された工事に関する設計成果等の貸与資料を基に、協議･打合せの

上、工事設計書として必要な加工、追加等を行い、工事発注図面、数量総括表（数量計算書）を作成するもの
とする。なお、数量総括表（数量計算書）は工事工種体系に従うことを原則とする。ただし、資料の作成にあ
たって応力計算、安定計算等は含まない。

３）積算資料作成
民間事業者は、積算のために必要な諸数値（システム入力データ等）の算定を行うものとする。業務発注担

当部署から貸与される工事施工のための工程計画及び仮（架）設計画、特記仕様書（現場説明時の参考資料を
含む。）の各案の確認及び修正を行ったうえで、明確にすべき使用材料、施工方法等の条件の抽出・整理を行
うものとする。

４）積算システムへの積算データ入力（データリストの作成）
民間事業者は、土木工事標準積算基準書等の積算基準類及び１）から３）の結果を基に、積算システムへの

データ入力を行い、その結果を記録媒体（ＣＤ等）に保存し提出するものとする。また、入力データリストは
出力後確認チェックを行うものとする。

【業務内容】

本業務は、工事の設計書作成に必要となる資料の作成等を支援する業務であり、仕様が確定し
ており、技術提案（評価テーマ）により業務を実施する上での技術的工夫を求めることにより、
より品質の高い成果が期待できることから、総合評価落札方式（１：２）とする。

【契約方式の選定理由留意点・課題】

※「入札実施要項」1.1(2)より引用
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令和８年度 ○○積算技術業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

１）積算に必要な現地調査

業務発注担当部署から貸与された設計成果品（報告書）を参考に現地調査を行い、

設計思想、留意事項、及びその他必要事項を充分に把握し、適正に実施すること。

２）工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成

設計成果品（報告書）及び現地調査を基に、工事発注に必要な図面及び数量総括

表（数量計算書）を適正に作成すること。

３）積算資料作成

「土木工事積算標準基準書」等を十分理解し、適正に実施すること。

４）積算システムへの積算データ入力（データリストの作成）

積算資料を基に適正に積算データの入力を行うこと。

【業務の目的・求める成果】 ※「入札実施要項」1.2.1より引用
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令和８年度 ○○積算技術業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

○企業に関する要件
（１）基本的要件［①単体企業、②設計共同体］

（２）資本関係及び人的関係に関する要件［①資本関係、②人的関係、③その他］

（３）中立公平性に関する要件［後述］

（４）業務拠点に関する要件［後述］

（５）業務実施体制に関する要件

（６）参加表明者の業務実績に関する要件［後述］

○技術者に関する要件
（７）配置予定技術者の資格に関する要件［①管理技術者、②担当技術者］［後述］

（８）配置予定管理技術者の業務実績に関する要件［後述］

（９）直接的雇用関係［後述］

（10）配置予定管理技術者の手持ち業務に関する要件

○その他の要件
（11）技術提案書に関する要件

（12）見積書に関する要件

【競争参加資格要件（案）１／３】
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令和８年度 ○○積算技術業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

競争資格要件評価項目

・本業務の履行期間中に工期がある当該業務発注者の発注工事に参加している者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある
者は、本業務の入札に参加できない。

・発注工事に参加とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け（測量、地質調査業務も含む）をしていることをいう。ただし、本業務の契約日ま
でに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できる。

・資本面・人事面で関係があるとは、次の(ア)又は(イ)に該当するものをいう。

(ア)一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしてい
る場合。

(イ)一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている場合。

中立公平性に

関する要件

企
業 ・中部地方整備局管内に業務拠点（配置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものでなければならない。

業務拠点に

関する要件

・参加表明者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、１件以上の実績を有してい
ること。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務、行政補
助業務、公物管理補助業務、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討・計画策定業務、管理施設調査・運
用・点検業務、測量業務、地質調査業務

［ 企業数 ： ６４０者程度 ］

○類似業務：設定しない

業務実績に

関する要件

・配置予定管理技術者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、管理技術者又は
担当技術者として従事した１件以上の実績を有していること。

・業務実績には、平成２３年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は
類似業務として認める（ただし、照査技術者として従事した業務は除く。）。

・業務実績は、受注者・発注者の立場で行った請負業務の実績（発注者の立場で行った請負業務の実績とは、地方建設局委託設計業務等調査検査事
務処理要領第６に該当する主任調査員相当以上の立場で発注業務のマネジメント経験をした実績をいう。）の他、関連する調査、計画、研究、企画、設
計、分析、評価、著述等の具体的な業務も業務実績として認める。

・「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価し、業務実績として認める。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した土木工事に関する発注者
支援業務（類する業務を含む）、行政補助業務（類する業務を含む）、公物管理補助業務（類する業務を含む）

○類似業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注したＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術ア
ドバイザリー業務、土木設計における概略･予備･詳細設計業務、土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務

業務実績に

関する要件技
術
者

・配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、本業務の代表者と直接的雇用関係がなければならない。
直接的

雇用関係

 

【競争参加資格要件（案）２／３】 ※「入札実施要項」より引用
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令和８年度 ○○積算技術業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

競争資格要件評価項目

・配置予定管理技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。

(ア)技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）

(イ)一級土木施工管理技士

(ウ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会１級土木技術者

(エ) (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)

(オ)ＲＣＣＭ(技術士（建設部門）と同様の部門に限る）

【業務内容に造園工事が相当程度含まれる場合は、造園に関する資格を加える】

【業務内容が電気通信設備工事のみの場合は、入札実施要項に従い別途設定】

資格に

関する要件

(管理技術者)

技
術
者

・配置予定担当技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。 １つの履行場所（業務対象事務所）において、担当技術者を複数名配置する
場合、うち１名については、資格等を満たす必要はない。

(ア)技術士(総合技術監理部門（建設）又は建設部門)、技術士補（建設部門）

(イ)一級土木施工管理技士、一級土木施工管理技士補又は二級土木施工管理技士

(ウ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会１級土木技術者又は土木学会２級土木技術者

(エ)(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)

(オ)ＲＣＣＭ(技術士（建設部門）と同様の部門に限る）

(カ)「配置予定管理技術者の業務実績に関する要件」の同種又は類似業務等と同様の実務経験が１年以上の者

(キ)河川又は道路関係の技術的行政経験を５年以上有する者

【業務内容に電気通信設備工事が相当程度含まれる場合は、電気通信設備に関する資格を加える】

【業務内容に機械設備工事が相当程度含まれる場合は、機械設備に関する資格を加える】

【業務内容に土木営繕工事が相当程度含まれる場合は、土木営繕に関する資格を加える】

【業務内容に造園工事が相当程度含まれる場合は、造園に関する資格を加える】

【業務内容が電気通信設備工事のみの場合は、入札実施要項に従い別途設定】

資格に

関する要件

(担当技術者)

 

【競争参加資格要件（案）３／３】
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令和８年度 ○○積算技術業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

○総合評価点 ＝ 価格評価点＋技術評価点 （加算方式）

○価格評価点と技術評価点の配分 ＝ １：２（価格評価点３０点：技術評価点６０点）
【技術評価点［企業・技術者・技術提案書］】

●［企業］５．５点

・賃上げ表明・賃上げ実績 ・・・ ５点

・ワーク・ライフ・バランス等の促進 ・・・０．５点

●［技術者（管理技術者）］１５点

・資格 ・・・ ５点

・業務実績 ・・・ ５点

・地域精通度 ・・・ ５点 ８５．５点

●［技術者（担当技術者）］５点

・業務実績 ・・・ ５点

○［技術提案書］６０点

・実施方針［業務理解度］ ・・・ １０点

・実施方針［実施体制］ ・・・ ２０点

・評価テーマ［１テーマ］ ・・・ ３０点

○技術評価点 ＝ ６０点 × （技術評価の合計得点／８５．５点）

○価格評価点 ＝ ３０点 × （１－入札価格／予定価格）

【配点方針】
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令和８年度 ○○工事監督支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

本業務は、業務発注担当部署毎に発注される道路、河川、ダム及び都市公園等に関する工事実
施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を
図ることを目的とする。

【業務概要】 ※「入札実施要項」1.1(1)より引用

履行期間：令和８年４月１日～令和１０年３月３１日（予定） 予定金額：○○百万円程度

業務内容 工事発注

・請負工事の契約の履行に必要な資料作成等

・請負工事の施工状況の照合等

・地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成

・工事検査等の臨場

・その他

工事完成検査

［受注者］

［発注者］ 施工業者との協議

目的物の引き渡し

［発注者］

工事監督支援業務

（設計変更協議用資料の作成）

（河川護岸用かごマットの材料確認）

受注者

受注者

（現場状況の照合を実施）

受注者
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令和８年度 ○○工事監督支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

・本業務は、公共工事の発注や公共施設の管理等に関する支援を通じて、国土交通省・内閣府の
円滑な業務の遂行に資する「発注者支援業務等」。

・各事務所等では、契約した工事を計画的に進めるために履行期間中の監督行為が必要。
・職員数も減少しており、民間事業者の協力が必要。
・本業務は、国土交通省及び内閣府が定める「発注者支援業務（工事監督支援業務）入札実施要
項」に基づき全国で統一した入札契約手続きを行う。

【業務の背景や経緯】
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令和８年度 ○○工事監督支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

（１）請負工事の契約の履行に必要な資料作成等

１）設計図書等に基づく工事受注者に対する指示・協議に必要な資料作成

２）工事受注者から提出された、承諾・協議事項などの設計図書との照合

３）現地の確認及び調査並びに検討に必要な資料作成

４）その他工事変更等に必要な資料作成など

（２）請負工事の施工状況の照合等

１）使用材料について設計図書と照合

２）施工状況について設計図書と照合

３）施工状況の把握、不可視部分や重要構造物の確認

（３）地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成

（４）工事検査等への臨場

（５）その他

上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合は、遅滞なく報告するものとする。災害発

生時及び、その恐れがある場合など緊急時においては調査職員の指示により、情報の収集等を行うものとする。

【業務内容】

本業務は、業務発注担当部署毎に発注される工事の監督補助を行う業務であり、仕様が確定しており、技術
提案（評価テーマ）により業務を実施する上での技術的工夫を求めることにより、より品質の高い成果が期待
できることから、総合評価落札方式（１：２）とする。

【契約方式の選定理由留意点・課題】

※「入札実施要項」1.1(2)より引用
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令和８年度 ○○工事監督支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

（１）請負工事の契約の履行に必要な資料作成等

指定された業務内容を実施し、業務発注担当部署から示された様式、条件が的確に踏まえられていること。

（２）請負工事の施工状況の照合等

１）業務の実施にあたっては、「土木工事監督技術基準（案）」当を十分に理解し、適正に実施すること。

２）業務の実施にあたって、工事受注者又は外部の連絡若しくは通知を行う場合は、その内容を正確に相手

に伝えること。

３）業務の実施にあたって、関係法令等、請負工事の契約書及び設計図書等の内容を十分理解し、工事現場

の状況についても精通しておくこと。

４）担当技術者は、管理技術者に指示された内容を適正に実施するものとし、設計図書に定めのある他、工

事受注者に対して指示、又は承諾を行ってはならない。

（３）地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成

指定された業務内容を実施し、業務発注担当部署から示された様式、条件が的確に踏まえられていること。

（４）工事検査等への臨場

中間技術検査、技術検査を伴う既済部分検査（完済部分検査を含む。）、完成検査等に臨場すること。

（５）その他

業務の実施にあたって、工事受注者又は外部から通知等を受けた場合は、速やかに調査職員にその内容を

正確に伝えること。

【業務の目的・求める成果】 ※「入札実施要項」1.2.1より引用
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令和８年度 ○○工事監督支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

○企業に関する要件
（１）基本的要件［①単体企業、②設計共同体］

（２）資本関係及び人的関係に関する要件［①資本関係、②人的関係、③その他］

（３）中立公平性に関する要件［後述］

（４）業務拠点に関する要件［後述］

（５）業務実施体制に関する要件

（６）参加表明者の業務実績に関する要件［後述］

○技術者に関する要件
（７）配置予定技術者の資格に関する要件［①管理技術者、②担当技術者］［後述］

（８）配置予定管理技術者の業務実績に関する要件［後述］

（９）直接的雇用関係［後述］

（10）配置予定管理技術者の手持ち業務に関する要件

○その他の要件
（11）技術提案書に関する要件

（12）見積書に関する要件

【競争参加資格要件（案）１／３】
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令和８年度 ○○工事監督支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

競争資格要件評価項目

・本業務の履行期間中に工期がある当該業務発注者の発注工事に参加している者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある
者は、本業務の入札に参加できない。

・発注工事に参加とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け（測量、地質調査業務も含む）をしていることをいう。ただし、本業務の契約日ま
でに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できる。

・資本面・人事面で関係があるとは、次の(ア)又は(イ)に該当するものをいう。

(ア)一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしてい
る場合。

(イ)一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている場合。

中立公平性に

関する要件

企
業 ・中部地方整備局管内に業務拠点（配置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものでなければならない。

業務拠点に

関する要件

・参加表明者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、１件以上の実績を有してい
ること。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務、行政補
助業務、公物管理補助業務、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討・計画策定業務、管理施設調査・運
用・点検業務、測量業務、地質調査業務

［ 企業数 ： ６４０者程度 ］

○類似業務：設定しない

業務実績に

関する要件

・配置予定管理技術者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、管理技術者又は
担当技術者として従事した１件以上の実績を有していること。

・業務実績には、平成２３年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は
類似業務として認める（ただし、照査技術者として従事した業務は除く。）。

・業務実績は、受注者・発注者の立場で行った請負業務の実績（発注者の立場で行った請負業務の実績とは、地方建設局委託設計業務等調査検査事
務処理要領第６に該当する主任調査員相当以上の立場で発注業務のマネジメント経験をした実績をいう。）の他、関連する調査、計画、研究、企画、設
計、分析、評価、著述等の具体的な業務も業務実績として認める。

・「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価し、業務実績として認める。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した土木工事に関する発注者
支援業務（類する業務を含む）、行政補助業務（類する業務を含む）、公物管理補助業務（類する業務を含む）

○類似業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注したＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術ア
ドバイザリー業務、土木設計における概略･予備･詳細設計業務、土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務

業務実績に

関する要件技
術
者

・配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、本業務の代表者と直接的雇用関係がなければならない。
直接的

雇用関係

 

【競争参加資格要件（案）２／３】 ※「入札実施要項」より引用
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令和８年度 ○○工事監督支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

競争資格要件評価項目

・配置予定管理技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。

(ア)技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）

(イ)一級土木施工管理技士

(ウ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会１級土木技術者

(エ) (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)

(オ)ＲＣＣＭ(技術士（建設部門）と同様の部門に限る）

【業務内容に造園工事が相当程度含まれる場合は、造園に関する資格を加える】

【業務内容が電気通信設備工事のみの場合は、入札実施要項に従い別途設定】

資格に

関する要件

(管理技術者)

技
術
者

・配置予定担当技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。 １つの履行場所（業務対象事務所）において、担当技術者を複数名配置する
場合、うち１名については、資格等を満たす必要はない。

(ア)技術士(総合技術監理部門（建設）又は建設部門)、技術士補（建設部門）

(イ)一級土木施工管理技士、一級土木施工管理技士補又は二級土木施工管理技士

(ウ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会１級土木技術者又は土木学会２級土木技術者

(エ)(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)

(オ)ＲＣＣＭ(技術士（建設部門）と同様の部門に限る）

(カ)「配置予定管理技術者の業務実績に関する要件」の同種又は類似業務等と同様の実務経験が１年以上の者

(キ)河川又は道路関係の技術的行政経験を５年以上有する者

【業務内容に電気通信設備工事が相当程度含まれる場合は、電気通信設備に関する資格を加える】

【業務内容に機械設備工事が相当程度含まれる場合は、機械設備に関する資格を加える】

【業務内容に土木営繕工事が相当程度含まれる場合は、土木営繕に関する資格を加える】

【業務内容に造園工事が相当程度含まれる場合は、造園に関する資格を加える】

【業務内容が電気通信設備工事のみの場合は、入札実施要項に従い別途設定】

資格に

関する要件

(担当技術者)

 

【競争参加資格要件（案）３／３】
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令和８年度 ○○工事監督支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

○総合評価点 ＝ 価格評価点＋技術評価点 （加算方式）

○価格評価点と技術評価点の配分 ＝ １：２（価格評価点３０点：技術評価点６０点）
【技術評価点［企業・技術者・技術提案書］】

●［企業］５．５点

・賃上げ表明・賃上げ実績 ・・・ ５点

・ワーク・ライフ・バランス等の促進 ・・・０．５点

●［技術者（管理技術者）］１５点

・資格 ・・・ ５点

・業務実績 ・・・ ５点

・地域精通度 ・・・ ５点 ８５．５点

●［技術者（担当技術者）］５点

・業務実績 ・・・ ５点

○［技術提案書］６０点

・実施方針［業務理解度］ ・・・ １０点

・実施方針［実施体制］ ・・・ ２０点

・評価テーマ［１テーマ］ ・・・ ３０点

○技術評価点 ＝ ６０点 × （技術評価の合計得点／８５．５点）

○価格評価点 ＝ ３０点 × （１－入札価格／予定価格）

【配点方針】
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令和８年度 ○○技術審査業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

本業務は、総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説
明書（案））作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整
理、ヒアリング記録作成等を行うことを目的とする業務である。

【業務概要】 ※「入札実施要項」1.1(1)より引用

履行期間：令和７年４月１日～令和〇年３月３１日（予定） 予定金額：○○百万円程度

業務内容

公告（公募）

応 募

受 付

総合評価項目の分析・整理

技術評価

［受注者］

［発注者］

［発注者］

［発注者］

入 札［発注者］ ［工事入札参加希望者］

総合評価

落札者の決定［発注者］

技術審査業務

競争参加資格の確認・整理

［工事入札参加希望者］
・技術提案書

・工事実績、

配置予定技術者等

（技術資料の提出）

［受注者］

技術審査業務

工事発注資料の作成［受注者］

現地調査

［受注者］

（審査資料の作成）
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令和８年度 ○○技術審査業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

・本業務は、公共工事の発注や公共施設の管理等に関する支援を通じて、国土交通省・内閣府の
円滑な業務の遂行に資する「発注者支援業務等」。

・各事務所等では、総合評価落札方式で発注された工事の入札参加者の評価が必要。
・職員数も減少しており、民間事業者の協力が必要。
・本業務は、国土交通省及び内閣府が定める「発注者支援業務（技術審査業務）入札実施要項」

に基づき全国で統一した入札契約手続きを行う。

【業務の背景や経緯】
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令和８年度 ○○技術審査業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

（１）工事発注資料の作成

業務発注担当部署から示された様式、条件及び資料を基に次の資料を作成するものとする。

①一般競争入札方式により発注する工事における公告文（案）及び入札説明書（案）

②工事希望型競争入札方式により発注する工事における競争参加資格確認申請書等提出要請書（案）

（２）競争参加資格確認申請書等の分析・整理

①現地調査

②競争参加資格の確認・整理

a）競争参加資格の確認・整理

業務発注担当部署が発注を予定している工事に関し、業務発注担当部署から指示する条件及び貸与

資料に基づき、資料の確認を行い、その適否を根拠資料とともに一覧表として整理する。

b）総合評価項目の分析・整理

業務発注担当部署が発注する工事に関し、総合評価に関わる資料について内容の確認を行い、記載

事項の妥当性、工事履行の信頼性等について、業務発注担当部署から指示された条件に基づき、分

析・整理を行う。また、分析・整理の結果を踏まえて資料を作成する。

【業務内容】

本業務は、工事発注資料作成、及び競争参加資格確認申請書等の分析・整理、ヒアリング記録作成等を行う
業務であり、仕様が確定しており、技術提案（評価テーマ）により業務を実施する上での技術的工夫を求める
ことにより、より品質の高い成果が期待できることから、総合評価落札方式（１：２）とする。

【契約方式の選定理由留意点・課題】

※「入札実施要項」1.1(2)より引用
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令和８年度 ○○技術審査業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

（１）工事発注資料の作成

指定された業務内容を実施し、業務発注担当部署から示された様式、条件が的確に踏まえられていること。

（２）競争参加資格確認申請書等の分析・整理

１）現地調査

指定された業務内容を実施し、現地調査における着眼点、調査内容、調査結果が工事特性を整理するため

に的確なものであること。

２）競争参加資格の確認・整理

指定された業務内容を実施し、競争参加資格確認のための確認項目が網羅され的確に確認されているこ

と。また、確認項目の適否の判断結果について根拠資料を含め明瞭に整理されていること。

（３）総合評価項目の分析・整理

指定された業務内容を実施し、工事の入札参加者が提出した競争参加資格確認申請書等について、工事施

工における専門的技術力を発揮するとともに、工事の特性に応じた技術基準等に基づき的確に分析されて

いること。

また、分析した結果について根拠資料を含め明瞭に整理されているとともに、業務発注担当部署が工事入

札参加者に対して実施するヒアリングにおいて確認が 4 必要な事項等についても、同様に明瞭に整理され

ていること。

【業務の目的・求める成果】 ※「入札実施要項」1.2.1より引用
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令和８年度 ○○技術審査業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

○企業に関する要件
（１）基本的要件［①単体企業、②設計共同体］

（２）資本関係及び人的関係に関する要件［①資本関係、②人的関係、③その他］

（３）中立公平性に関する要件［後述］

（４）業務拠点に関する要件［後述］

（５）業務実施体制に関する要件

（６）参加表明者の業務実績に関する要件［後述］

○技術者に関する要件
（７）配置予定技術者の資格に関する要件［①管理技術者、②担当技術者］ ［後述］

（８）配置予定管理技術者の業務実績に関する要件［後述］

（９）直接的雇用関係［後述］

（10）配置予定管理技術者の手持ち業務に関する要件

○その他の要件
（11）技術提案書に関する要件

（12）見積書に関する要件

【競争参加資格要件（案）１／３】
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令和８年度 ○○技術審査業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

競争資格要件評価項目

・本業務の履行期間中に工期がある当該業務発注者の発注工事に参加している者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある
者は、本業務の入札に参加できない。

・発注工事に参加とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け（測量、地質調査業務も含む）をしていることをいう。ただし、本業務の契約日ま
でに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できる。

・資本面・人事面で関係があるとは、次の(ア)又は(イ)に該当するものをいう。

(ア)一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしてい
る場合。

(イ)一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている場合。

中立公平性に

関する要件

企
業 ・中部地方整備局管内に業務拠点（配置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものでなければならない。

業務拠点に

関する要件

・参加表明者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、１件以上の実績を有してい
ること。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務、行政補
助業務、公物管理補助業務、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討・計画策定業務、管理施設調査・運
用・点検業務、測量業務、地質調査業務

［ 企業数 ： ６４０者程度 ］

○類似業務：設定しない

業務実績に

関する要件

・配置予定管理技術者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、管理技術者又は
担当技術者として従事した１件以上の実績を有していること。

・業務実績には、平成２３年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は
類似業務として認める（ただし、照査技術者として従事した業務は除く。）。

・業務実績は、受注者・発注者の立場で行った請負業務の実績（発注者の立場で行った請負業務の実績とは、地方建設局委託設計業務等調査検査事
務処理要領第６に該当する主任調査員相当以上の立場で発注業務のマネジメント経験をした実績をいう。）の他、関連する調査、計画、研究、企画、設
計、分析、評価、著述等の具体的な業務も業務実績として認める。

・「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価し、業務実績として認める。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した土木工事に関する発注者
支援業務（類する業務を含む）、行政補助業務（類する業務を含む）、公物管理補助業務（類する業務を含む）

○類似業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注したＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術ア
ドバイザリー業務、土木設計における概略･予備･詳細設計業務、土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務

業務実績に

関する要件技
術
者

・配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、本業務の代表者と直接的雇用関係がなければならない。
直接的

雇用関係

 

【競争参加資格要件（案）２／３】 ※「入札実施要項」より引用
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令和８年度 ○○技術審査業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

競争資格要件評価項目

・配置予定管理技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。

(ア)技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）

(イ)一級土木施工管理技士

(ウ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会１級土木技術者

(エ) (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)

(オ)ＲＣＣＭ(技術士（建設部門）と同様の部門に限る）

【業務内容に造園工事が相当程度含まれる場合は、造園に関する資格を加える】

【業務内容が電気通信設備工事のみの場合は、入札実施要項に従い別途設定】

資格に

関する要件

(管理技術者)

技
術
者

・配置予定担当技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。 １つの履行場所（業務対象事務所）において、担当技術者を複数名配置する
場合、うち１名については、資格等を満たす必要はない。

(ア)技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）、技術士補（建設部門）

(イ)一級土木施工管理技士、一級土木施工管理技士補又は二級土木施工管理技士

(ウ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会１級土木技術者又は土木学会２級土木技術者

(エ)(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)

(オ)ＲＣＣＭ(技術士（建設部門）と同様の部門に限る）

(カ)「配置予定管理技術者の業務実績に関する要件」の同種又は類似業務等と同様の実務経験が１年以上の者

(キ)河川又は道路関係の技術的行政経験を５年以上有する者

【業務内容に電気通信設備工事が相当程度含まれる場合は、電気通信設備に関する資格を加える】

【業務内容に機械設備工事が相当程度含まれる場合は、機械設備に関する資格を加える】

【業務内容に土木営繕工事が相当程度含まれる場合は、土木営繕に関する資格を加える】

【業務内容に造園工事が相当程度含まれる場合は、造園に関する資格を加える】

【業務内容が電気通信設備工事のみの場合は、入札実施要項に従い別途設定】

資格に

関する要件

(担当技術者)

 

【競争参加資格要件（案）３／３】
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令和８年度 ○○技術審査業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

○総合評価点 ＝ 価格評価点＋技術評価点 （加算方式）

○価格評価点と技術評価点の配分 ＝ １：２（ 価格評価点３０点：技術評価点６０点 ）
【技術評価点［企業・技術者・技術提案書］】

●［企業］５．５点

・賃上げ表明・賃上げ実績 ・・・ ５点

・ワーク・ライフ・バランス等の促進 ・・・０．５点

●［技術者（管理技術者）］１５点

・資格 ・・・ ５点

・業務実績 ・・・ ５点

・地域精通度 ・・・ ５点 ８５．５点

●［技術者（担当技術者）］５点

・業務実績 ・・・ ５点

○［技術提案書］６０点

・実施方針［業務理解度］ ・・・ １０点

・実施方針［実施体制］ ・・・ ２０点

・評価テーマ［１テーマ］ ・・・ ３０点

○技術評価点 ＝ ６０点 × （技術評価の合計得点／８５．５点）

○価格評価点 ＝ ３０点 × （１－入札価格／予定価格）

【配点方針】
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令和８年度 ○○河川許認可審査支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

 

【業務概要】
業務は、河川法等の関係諸法令等に基づき河川等の適正な利用と管理を図るため、河川管理者

が行う許認可等の審査・指導の支援として、関連する調査や資料整理、申請者等に対する窓口対
応、申請手続についての指導、現地調査等の業務を実施することで、河川管理業務の支援を行う
ものである。

本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

業務内容

申請手続についての指導

河川法２３条（水利使用許可）
○流水の量的使用（水利権）、水面の使用
○水利施設等の審査及び確認

河川法２４、２６条（河川の占用、工作物設置の許可）
○公園、広場、運動場等の面的利用
○ダム、堰、揚水樋管、揚水機場等の水利施設
○橋梁、上下水道管、電線、排水施設 等

河川法２５、２７条（土石等の採取、掘削等）
○砂利採取、竹木の採取等の許可
○土地の形状の変更

河川法２０条（河川管理のための工事）
○河川工事の申請受付、審査、書類整理

申請書類について、河川関係法
令等に基づく、審査及び実施状況
の確認

関連する調査や資料整理

河川現況台帳、付図、水利台帳、
不法占用台帳、構造物台帳 等
の記載、修正、整理 等

現地調査等

履行期間：令和８年４月１日～令和１１年３月３１日（予定） 予定金額：○○百万円程度

○河川区域と民地との境界について、地元地権者と現地立会を行い、
境界の調査
○不法占用、不法取水、放置車両等についての現地状況の把握

調査職員の指示により、出水時等における業務に関する支援を行う
○出水時等には河川・ダム管理に関するデータの収集や外部からの
連絡を記録し、調査職員へ報告する。
○調査職員の指示等を関係機関等へ連絡

出水時対応
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令和８年度 ○○河川許認可審査支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

・本業務は、公共工事の発注や公共施設の管理等に関する支援を通じて、国土交通省・内閣府の
円滑な業務の遂行に資する「発注者支援業務等」。

・各事務所等では、河川等の適正な利用と管理を図るために河川法等に基づく許認可の審査が必
要。

・職員数も減少しており、民間事業者の協力が必要。

・本業務は、国土交通省及び内閣府が定める「発注者支援業務（河川許認可審査支援業務）入札
実施要項」に基づき全国で統一した入札契約手続きを行う。

【業務の背景や経緯】
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令和８年度 ○○河川許認可審査支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

 

【業務内容 １／３】
１）河川法等に基づく各種申請書類・届出の事前協議、受付、事前整理、審査（形式、内容）の支援を行うも
のであり、「申請書の添付図書」にもとづいて、次の業務支援を行うものである。
①事前協議

申請しようとする者から当該申請内容に対する可否等について、相談に応じて行うものであり、申請内
容の把握等により審査内容を十分詰めておくことにより、申請後の審査等の事務処理を円滑なものとする
ものである。

②申請書の受付
申請書が到達した場合、当該申請書を直ちに受理し、速やかに以後の申請の形式及び内容審査に移行す
るものとする。

③形式審査
申請に必要な記載内容が申請書に記載されているか及び添付図書が揃っているかを確認する。

④内容審査
申請内容に河川等の管理上の支障がないかを、審査基準をもとに確認する。

⑤申請許可処分後における書類整理
河川法等に基づく許可等の処分が行われた後には、許可受者が行う以下の手続きに係る書類を整理する。
１．着手届
２．完了届
３．住所・氏名変更、軽微な設計変更届（必要な場合）
４．引継書（必要な場合）

１．～４．の届出等に対しては、以下の対応が必要である。
１．検査合格書
２．受領書
３．指示書

⑥台帳整理
河川法等に基づき許可等の処分を行った後には、河川法第12条に基づく河川現況台帳及び図面に記載す
る必要がある。 28



令和８年度 ○○河川許認可審査支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

⑦申請許可処分後における状況確認
土地の形状の変更及び工作物の新築・改築における工事が、申請スケジュールどおり進捗しているか確
認を行うものである。

⑧占用期間の更新許可に関する支援
占用期間更新の事前整理及び占用者への指導として次の支援を行う。
・占用期間更新案件の一覧表作成。
・上記一覧表に基づき、占用申請者に対して事前通知するための期間満了通知書等を作成する。
・上記期間満了通知書等の発送等。

⑨申請の処理に通常要すべき標準的な期間
管理技術者は、原則として調査職員の指示する標準的な期間内に許可が行えるよう、調査職員へ審査等
の終了の報告を行うものとする。
なお、行政手続法第６条に基づき定められた標準処理期間は下表に示すとおり（※１）であるが、これ
より短い標準的な処理期間を目標としている場合には、それに従うこと。

また、補正指示から訂正が完了するまでの期間については、標準処理期間には含まれないものである。
河川法第35条及び第36条の協議が必要な場合については、協議から回答があるまでの期間は標準処理
期間内に含まれる。
また、標準処理期間の定めのない業務については、調査職員の指示する期間内に審査等の終了の報告を
行うものとする。

【業務内容 2／３】
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令和８年度 ○○河川許認可審査支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

本業務は、河川管理者が行う許認可等の審査・指導を支援する業務であり、仕様が確定してお
り、技術提案（評価テーマ）により業務を実施する上での技術的工夫を求めることにより、より
品質の高い成果が期待できることから、総合評価落札方式（１：２）とする。

【契約方式の選定理由留意点・課題】

２）河川現況台帳（法定台帳）・付図等の補正及び整備については、許可処分後の整理事項を台帳・付図等に
記載・削除等の整理の業務支援を行うものである。

３）以下に業務の流れを示す。
（省略）

４）各現場の実情により、次のような業務が付随することがある。
①海岸保全区域に係る海岸法等の関係諸法令等に基づき海岸管理者が行う許認可等の審査・指導の支援。
②以下に関する業務において、資料作成及び必要に応じて現地確認等を行い、作成した資料等を調査職員
に報告する。
・樋門操作実績等に関する資料の作成、整理
・河川管理施設台帳等の補正や作成
・河川管理に関する関係機関との協議資料等の作成
・苦情申し立てや問い合わせ等の対応、現地確認
・河川及び海岸の不正使用、不法占用の事実確認のための現地確認
・河川境界明示、確定に係わる書類の事前整理及び現地確認

【業務内容 3／３】
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令和８年度 ○○河川許認可審査支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

１）関係諸法令等に則った審査支援の実施

各種申請書類・届出の内容を確認し、申請内容が関係諸法令に則り、河川管理に支障が

無いか審査を行えるよう判断材料の提供を行う。

処理に通常要すべき標準的な期間内に手続きを終えられるよう実施する。

２）現地調査による周辺状況や課題等の把握

各種申請書類・届出等を参考に、現地調査を実施し、申請内容等に係る必要性や妥当性、

的確性、河川及び海岸管理上の課題等を把握する。

３）河川現況台帳等に関連する資料の修正、整理の実施

許可処分に伴い必要となった既存資料の補正等を適宜実施する。

【業務の目的・求める成果】 ※「入札実施要項」1.2.1より引用
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令和８年度 ○○河川許認可審査支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

○企業に関する要件
（１）基本的要件［①単体企業、②設計共同体］

（２）資本関係及び人的関係に関する要件［①資本関係、②人的関係、③その他］

（３）中立公平性に関する要件［後述］

（４）業務拠点に関する要件［後述］

（５）業務実施体制に関する要件

（６）参加表明者の業務実績に関する要件［後述］

○技術者に関する要件
（７）配置予定技術者の資格に関する要件［①管理技術者、②担当技術者］［後述］

（８）配置予定管理技術者の業務実績に関する要件［後述］

（９）直接的雇用関係［後述］

（10）配置予定管理技術者の手持ち業務に関する要件

○その他の要件
（11）技術提案書に関する要件

（12）見積書に関する要件

【競争参加資格要件（案）１／３】
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令和８年度 ○○河川許認可審査支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

競争資格要件評価項目

・業務対象河川内の占用者等及びその占用者等と資本面・人事面等で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。

・資本面・人事面で関係があるとは、次の(ア)又は(イ)に該当するものをいう。

(ア)一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。

(イ)一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている場合。

中立公平性に

関する要件

企
業

・中部地方整備局管内に業務拠点（配置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものでなければならない。
業務拠点に

関する要件

・参加表明者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和６年度完了予定の業務も含む）において、１件以上の実績を有してい
ること。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務、行政補
助業務、公物管理補助業務、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討・計画策定業務、管理施設調査・運
用・点検業務、測量業務、地質調査業務

［ 企業数 ： ６４０者程度 ］

○類似業務：設定しない

業務実績に

関する要件

・配置予定管理技術者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、管理技術者又は
担当技術者として従事した１件以上の実績を有していること。

・業務実績には、平成２３年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は
類似業務として認める（ただし、照査技術者として従事した業務は除く。）。

・業務実績は、受注者・発注者の立場で行った請負業務の実績（発注者の立場で行った請負業務の実績とは、地方建設局委託設計業務等調査検査事
務処理要領第６に該当する主任調査員相当以上の立場で発注業務のマネジメント経験をした実績をいう。）の他、関連する調査、計画、研究、企画、設
計、分析、評価、著述等の具体的な業務も業務実績として認める。

・「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価し、業務実績として認める。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した土木工事に関する発注者
支援業務（類する業務を含む）、行政補助業務（類する業務を含む）、公物管理補助業務（類する業務を含む）

○類似業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注したＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術ア
ドバイザリー業務、土木設計における概略･予備･詳細設計業務、土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務

業務実績に

関する要件技
術
者

・配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、本業務の代表者と直接的雇用関係がなければならない。
直接的

雇用関係

 

【競争参加資格要件（案）２／３】 ※「入札実施要項」より引用
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令和８年度 ○○河川許認可審査支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

競争資格要件評価項目

・配置予定管理技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。

(ア)技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）

(イ)河川維持管理技術者

(ウ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会１級土木技術者

(エ)一級土木施工管理技士

(オ)ＲＣＣＭ(技術士部門と同様の部門に限る）

(カ)河川法第77条第１項の河川監理員の経験を１年以上有する者

(キ)河川又は道路関係の技術的行政経験を20年以上有する者

資格に

関する要件

(管理技術者)

技
術
者

・配置予定担当技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。 なお、１つの履行場所（業務対象事務所又は出張所）において、担当技術者
を複数名配置する場合、１名が以下のいずれかの資格等を有すること。ただし、資格を満たす担当技術者の配置割合は、当該履行場所に配置する担当
技術者全体の１／３（人）を下回ってはならない。

(ア)技術士(総合技術監理部門（建設）又は建設部門)、技術士補（建設部門）

(イ)河川維持管理技術者

(ウ)河川点検士

(エ)一級土木施工管理技士、一級土木施工管理技士補又は二級土木施工管理技士

(オ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会１級土木技術者又は土木学会２級土木技術者

(カ)ＲＣＣＭ(技術士部門と同様の部門に限る）

(キ)河川法第７７条第１項の河川監理員の経験を１年以上有する者

(ク)河川又は道路関係の技術的行政経験を５年以上有する者

(ケ)「予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務」の実務経験が１年以上の者

資格に

関する要件

(担当技術者)

 

【競争参加資格要件（案）３／３】
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令和８年度 ○○河川許認可審査支援業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

 

○総合評価点 ＝ 価格評価点＋技術評価点 （加算方式）

○価格評価点と技術評価点の配分 ＝ １：２（価格評価点３０点：技術評価点６０点）
【技術評価点［企業・技術者・技術提案書］】

●［企業］５点

・賃上げ表明・賃上げ実績 ・・・ ５点

・ワーク・ライフ・バランス等の促進 ・・・０．５点

●［技術者（管理技術者）］１５点

・資格 ・・・ ５点

・業務実績 ・・・ ５点

・地域精通度 ・・・ ５点 ８５．５点

●［技術者（担当技術者）］５点

・業務実績 ・・・ ５点

○［技術提案書］６０点

・実施方針［業務理解度］ ・・・ １０点

・実施方針［実施体制］ ・・・ ２０点

・評価テーマ［１テーマ］ ・・・ ３０点

○技術評価点 ＝ ６０点 × （技術評価の合計得点／８５．５点）

○価格評価点 ＝ ３０点 × （１－入札価格／予定価格）

【配点方針】
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令和８年度 ○○道路許認可審査・適正化指導業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

 

【業務概要】 ※「入札実施要項」1.1(1)より引用

本業務は、 ○○国道事務所管内において、道路法に基づき道路の適正な利用と管理を図るた
め各種申請等の審査･指導及び道路の不正使用･不法占用の指導取締り、関連する調査や資料整理、
現地調査等の補助的業務を行うものであり、円滑な行政手続き等により適切な道路管理を推進す
ることを目的とする業務である。

業務内容

１）道路法に基づく申請書類の受付及び審査等
２）苦情申立（行政相談）等に係る受付、伝達、現地立会
３）許認可審査に係る各種台帳、台帳附図等の整備
４）災害時等緊急時における業務

１．許認可審査業務

【書類審査状況】 【現地調査状況】 【申請書類の確認状況】【道路台帳の修正】
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令和８年度 ○○道路許認可審査・適正化指導業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

 

【業務概要】 ※「入札実施要項」1.1(1)より引用

２．適正化指導業務

１）道路法に基づく指導取締り等
２）適正化に係る各種台帳、台帳附図等の整備

【放置自転車等の状況把握】 【通行許可書との照合】

【指導取締り状況】
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令和８年度 ○○道路許認可審査・適正化指導業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

 

【業務の背景や経緯】

・本業務は、公共工事の発注や公共施設の管理等に関する支援を通じて、国土交通省・内閣府の
円滑な業務の遂行に資する「発注者支援業務等」。

・各事務所では、道路法に基づき道路の適正な利用と管理を図るため、許認可審査・適正化指導
が必要。

・職員数も減少しており、民間事業者の協力が必要。
・本業務は、国土交通省及び内閣府が定める「発注者支援業務（道路許認可審査・適正化指導業

務）入札実施要項」に基づき全国で統一した入札契約手続きを行う。
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令和８年度 ○○道路許認可審査・適正化指導業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

＜１．許認可審査業務＞
１）道路法に基づく申請書類の受付及び審査等

①道路法（第47 条の2 を除く）に基づく以下の事務に係る申請書類の受付及び審査（現地状況あるいは情
報ボックス等の埋設状況の確認等含む。）、書類作成並びに実施状況の確認を行い、その結果を報告する。
a）道路法第24 条に基づく道路工事施工承認に関する事務

・歩道切り下げ工事をはじめとする乗り入れ工事等
b）道路法第32 条・第35 条に基づく道路の占用の許可及び第39 条に基づく占用料の徴収に関する事務

・電柱、水道管、下水道管、ガス管及びその他の工作物・物件・施設等の占用物件
c） 道路法第39 条の2 に基づく道路の占用及び入札の実施に関する指針策定に関する事務

・利用ニーズの確認等
d）道路法第22 条、第58 条に基づく道路損傷復旧に関する事務

・交通事故等により道路に損害を与えた場合等
②道路境界明示、確認に係る現地調査、審査等について、国道区域（用地）と民地の境界における資料調

査・現地調査を行い、境界を確認し、報告する。
③道路法第47 条の２に基づく特殊車両通行許可申請書に係る受付、特殊車両通行許可申請書の通行経路・

通行車両等の確認及び許可条件付与等の審査、電算機への入力、書類の作成・整理等を行い報告する。
④取付協議に係る受付、審査、実施状況の確認等について、他の道路が取り付くうえで必要となる、事前打

ち合わせ、協議書の受付、審査（現地状況の確認等含む。）、書類作成並びに実施状況の確認を行う。
⑤その他道路管理上必要となる各種業務について、河川、砂防及び鉄道等の占用・使用更新手続きの書類作

成や沿道開発に係る都市計画法第32 条の協議あるいは沿道掘削の事前確認を行い報告する。

２）苦情申立（行政相談）等に係る受付、伝達、現地立会
道路管理に関する苦情申立（相談者）等に対し、内容確認を行い、必要に応じ申立者等と現地の状況把

握を行い報告する。

３）許認可審査に係る各種台帳、台帳附図等の整備
道路法に基づく道路台帳及びその他道路管理上必要な図面類の点検、修正等を行い、その結果を報告する。

【業務内容】（１／２）
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令和８年度 ○○道路許認可審査・適正化指導業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

本業務は、円滑な行政手続き等による適切な道路管理を支援する業務であり、仕様が確定して
おり、技術提案（評価テーマ）により業務を実施する上での技術的工夫を求めることにより、よ
り品質の高い成果が期待できることから、総合評価落札方式（１：２）とする。

【契約方式の選定理由留意点・課題】

４）災害時等緊急時における業務
地震災害、風水害、雪害等の災害発生及び恐れがある場合など緊急時において、上記の１）及び２）に

係る業務について対応するとともに、道路管理に関するデータの収集や外部からの連絡を記録し、調査職
員へ報告する。また、調査職員の指示等を関係機関等へ連絡するものとする。

＜２．適正化指導業務＞
１）道路法に基づく指導取締り等

①道路の不正使用、不法占用等に係る指導取締り道路区域内における未承認工事、不許可看板などの不法占
用物件又は放置自転車等の状況把握、対象者への道路法等の関係法令の説明及びそれらの記録を行い報告
する。

②特殊車両の通行に係る指導取締り
特殊車両指導取締りにおいて、対象車両の諸元（重さ、長さ、高さ、幅）を計測し、車両運転手が携帯

している通行許可証との内容を照合し、車両制限令に違反している場合はその状況を関係書類に記録し報
告する。

２）適正化に係る各種台帳、台帳附図等の整備
道路法に基づく道路台帳及びその他道路管理上必要な図面類の点検、修正等を行い、その結果を報告する。

＜３．その他＞
管理技術者は、上記各条項において、担当技術者から報告を受けた場合は、遅滞なく調査職員に報告する。

【業務内容】（２／２）
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令和８年度 ○○道路許認可審査・適正化指導業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

 

【業務の目的・求める成果】（１／２） ※「入札実施要項」1.2.1より引用

＜１．許認可審査業務＞
１）道路法に基づく申請書類の受付及び審査等

①道路法に基づく申請書類の受付及び審査、書類作成並びに実施状況の確認にあたっては、関係法令、通達、
業務発注担当部署の指示等を十分に理解し、適正に実施すること。

②業務の実施にあたって、申請書類等の内容を十分に理解し、現地の状況を精通しておくこと。
③管理技術者は、原則として、行政手続法第６条に基づき定められた標準処理期間内に処分（決裁）が行え

るよう調査職員へ審査終了の報告を行うものとする。
なお、補正指示～訂正が完了するまでの期間、道路法第32 条第5 項の協議を行い回答があるまでの期間
等については、標準処理期間には含まれないが、標準処理期間内に補正指示、協議を行った上で現状を調
査職員に報告するものとする。
また、標準処理期間の定めのない業務のうち、道路境界明示、確認に係る事務については、受付後２週間
以内に資料調査、現地調査を終了し、調査職員に報告するものとする。

２）苦情申立（行政相談）等に係る受付、伝達、現地立会
道路管理に関する苦情申立等を受けた場合は、真摯な対応により業務の履行に努めるとともに、速やか

に調査職員にその内容を正確に伝えること。

３）許認可審査に係る各種台帳、台帳附図等の整備
許認可審査業務に関わり把握した道路台帳及びその他道路管理上必要な図面類の不整合等は、点検、修

正等を行いその結果を調査職員に報告すること。

４）災害時等緊急時における業務
災害時等緊急時においては、速やかな対応に努めること。
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令和８年度 ○○道路許認可審査・適正化指導業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

＜２．適正化指導業務＞
１）道路法に基づく指導取締り等

指導取締りにあたっては、道路法等の関係法令等に基づき状況を把握し、違反している場合は、それら
の状況を記録し調査職員に報告すること。

２）適正化に係る各種台帳、台帳附図等の整備
適正化に関わり把握した道路台帳及びその他道路管理上必要な図面類の不整合等は、点検、修正等を行

いその結果を調査職員に報告すること。

＜３．その他＞
業務の実施にあたって、担当技術者から報告を受けた場合は、管理技術者は、速やかに調査職員にその内容

を正確に伝えること。

【業務の目的・求める成果】（２／２）
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令和８年度 ○○道路許認可審査・適正化指導業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

○企業に関する要件
（１）基本的要件［①単体企業、②設計共同体］

（２）資本関係及び人的関係に関する要件［①資本関係、②人的関係、③その他］

（３）中立公平性に関する要件［後述］

（４）業務拠点に関する要件［後述］

（５）業務実施体制に関する要件

（６）参加表明者の業務実績に関する要件［後述］

○技術者に関する要件
（７）配置予定技術者の資格に関する要件［①管理技術者、②担当技術者］ ［後述］

（８）配置予定管理技術者の業務実績に関する要件［後述］

（９）直接的雇用関係［後述］

（10）配置予定管理技術者の手持ち業務に関する要件

○その他の要件
（11）技術提案書に関する要件

（12）見積書に関する要件

【競争参加資格要件（案）１／３】
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令和８年度 ○○道路許認可審査・適正化指導業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

 

【競争参加資格要件（案）２／３】 ※「入札実施要項」より引用

競争資格要件評価項目

・本業務の履行期間中に工期がある当該業務発注者の発注工事に参加している者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある
者は、本業務の入札に参加できない。

・発注工事に参加とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け（測量、地質調査業務も含む）をしていることをいう。ただし、本業務の契約日ま
でに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できる。

・資本面・人事面で関係があるとは、次の(ア)又は(イ)に該当するものをいう。

(ア)一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしてい
る場合。

(イ)一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている場合。

中立公平性に

関する要件

企
業 ・中部地方整備局管内に業務拠点（配置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものでなければならない。

業務拠点に

関する要件

・参加表明者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、１件以上の実績を有してい
ること。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務、行政補
助業務、公物管理補助業務、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討・計画策定業務、管理施設調査・運
用・点検業務、測量業務、地質調査業務

［ 企業数 ： ６４０者程度 ］

○類似業務：設定しない

業務実績に

関する要件

・配置予定管理技術者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、管理技術者又は
担当技術者として従事した１件以上の実績を有していること。

・業務実績には、平成２３年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は
類似業務として認める（ただし、照査技術者として従事した業務は除く。）。

・業務実績は、受注者・発注者の立場で行った請負業務の実績（発注者の立場で行った請負業務の実績とは、地方建設局委託設計業務等調査検査事
務処理要領第６に該当する主任調査員相当以上の立場で発注業務のマネジメント経験をした実績をいう。）の他、関連する調査、計画、研究、企画、設
計、分析、評価、著述等の具体的な業務も業務実績として認める。

・「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価し、業務実績として認める。

◎同種業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公共団体（都道府県及び政令市を除く）、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公
益民間企業が発注した発注者支援業務（類する業務を含む）、公物管理補助業務（類する業務を含む）、管理施設調査・運用・点検業務
（道路）、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務

○類似業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公共団体（都道府県及び政令市を除く）、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公
益民間企業が発注した土木設計における概略･予備･詳細設計業務（道路）、土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務

業務実績に

関する要件技
術
者

・配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、本業務の代表者と直接的雇用関係がなければならない。
直接的
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令和８年度 ○○道路許認可審査・適正化指導業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

 

【競争参加資格要件（案）３／３】

競争資格要件評価項目

・配置予定管理技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。

(ア)技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）

(イ)一級土木施工管理技士

(ウ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会１級土木技術者

(エ)ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者(技術士（建設部門）と同様の部門に限る。）

(オ)道路法71条第4項の道路監理員の経験を1年以上有する者

(カ)道路又は河川関係の技術的行政経験を20年以上有する者

資格に

関する要件

(管理技術者)

技
術
者

・配置予定担当技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。 １つの履行場所（業務対象事務所）において、担当技術者を複数名配置する
場合、うち１名については、資格等を満たす必要はない。

(ア)技術士(総合技術監理部門（建設）又は建設部門)、技術士補（建設部門）

(イ)一級土木施工管理技士、一級土木施工管理技士補又は二級土木施工管理技士

(ウ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会１級土木技術者又は土木学会２級土木技術者

(エ)ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者(技術士（建設部門）と同様の部門に限る）

(オ)「予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績」と同様の実務経験が１年以上の者

(カ)道路法71条第４項の道路監理員の経験を１年以上有する者

(キ)道路もしくは、河川関係の技術的行政経験又は道路交通行政経験を５年以上有する者

資格に

関する要件

(担当技術者)
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令和８年度 ○○道路許認可審査・適正化指導業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 ○○事務所

○総合評価点 ＝ 価格評価点＋技術評価点 （加算方式）

○価格評価点と技術評価点の配分 ＝ １：２（ 価格評価点３０点：技術評価点６０点 ）
【技術評価点［企業・技術者・技術提案書］】

●［企業］５．５点

・賃上げ表明・賃上げ実績 ・・・ ５点

・ワーク・ライフ・バランス等の促進 ・・・０．５点

●［技術者（管理技術者）］１５点

・資格 ・・・ ５点

・業務実績 ・・・ ５点

・地域精通度 ・・・ ５点 ８５．５点

●［技術者（担当技術者）］５点

・業務実績 ・・・ ５点

○［技術提案書］６０点

・実施方針［業務理解度］ ・・・ １０点

・実施方針［実施体制］ ・・・ ２０点

・評価テーマ［１テーマ］ ・・・ ３０点

○技術評価点 ＝ ６０点 × （技術評価の合計得点／８５．５点）

○価格評価点 ＝ ３０点 × （１－入札価格／予定価格）

【配点方針】
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令和８年度 ○○用地補償総合技術業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 用地部

本業務は、○○の整備事業等に必要な土地等の取得等及びこれに伴う損失の補償に関する公共
用地交渉等を行い、当該事業の用地取得の早期進捗を図ることを目的とする業務である。

【業務概要】

業務内容

公 共 用 地 取 得 事 務 の 流 れ

用地補償総合技術業務の範囲

補
償
金
額
算
定
書
の
損
失
補
償
基
準

等
と
の
適
合
性
の
照
合
及
び

補
償
金
明
細
表
の
作
成

公
共
用
地
交
渉
方
針
の
策
定

公
共
用
地
交
渉
用
資
料
の
作
成

土
地
の
測
量
・
建
物
等
の
調
査

土
地
や
建
物
の
権
利
者
の
調
査

土
地
及
び
建
物
等
移
転
料
の
算
定

事

業

説

明

会

移
転
履
行
状
況
の
確
認

取
得
用
地
の
管
理

権利者等に対する公共用地交渉等

①
調
書
の
説
明
及
び
確
認

②
補
償
内
容
等
の
説
明

③
損
失
補
償
協
議
書
の
交
付

及
び
説
明

④
補
償
契
約
書
案
の
説
明
及
び

補
償
契
約
の
承
諾

権利者以外の関係者との軽微な対応

※

④
で
承
諾
を
得
ら
れ
た
場
合
、
補

償
契
約
書
等
に
署
名
押
印

履行期間：令和８年４月１日～令和９年３月３１日（予定） 予定金額：○○百万円

※「入札実施要項」1.1(1)より引用
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令和８年度 ○○用地補償総合技術業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 用地部

・本業務は、公共工事の発注や公共施設の管理等に関する支援を通じて、国土交通省・内閣府の
円滑な業務の遂行に資する「発注者支援業務等」。

・各事務所等では、権利者と契約するために公共用地交渉等が必要。
・職員数も減少しており、民間事業者の協力が必要。
・本業務は、国土交通省及び内閣府が定める「発注者支援業務（用地補償総合技術業務）入札実

施要項」に基づき全国で統一した入札契約手続きを行う。

【業務の背景や経緯】
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令和８年度 ○○用地補償総合技術業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 用地部

＜1.概況ヒアリング等＞
1） 資料受領等

民間事業者は、本業務を実施するにあたり必要となる登記事項証明書、戸籍簿、住民票等（以下「登記事
項証明書等」という。）、土地等に関する補償額、建物等の移転料その他通常生ずる損失に関する補償額等
の算定書等（以下「補償額算定書等」という。）、公共用地交渉に使用する土地調書及び物件調書（以下
「調書」という。）、損失補償協議書、公共用地取得等に使用する各種契約書（以下「補償契約書」とい
う。）案及び補償契約書等を「貸与品受領書」により受領し、本業務に使用する他、適切に保管するものと
する。返納する場合には「貸与品返納書」を添えるものとする。業務発注担当部署は、「貸与品引渡通知
書」により貸与する。

2） 概況把握
民間事業者は、調査職員（民間事業者への指示及び民間事業者との協議又は民間事業者からの報告を受け

る等の事務を行う者で、業務発注担当部署が民間事業者に通知した者をいう。以下同じ。）から当該事業の
計画概要、取得等の対象となる土地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、権利者ごとの補償内容、実
情及びその他必要となる事項について説明を受け、概況を把握する。

3） 民間事業者は、現地踏査及び概況ヒアリングを行った後に公共用地交渉等の対象となる権利者等に対し、
面接等により、公共用地交渉等を行うことについての協力を依頼する。

＜2.現地踏査等＞
1）民間事業者は、本業務の対象となる区域について現地踏査を行い、現地と業務発注担当部署から貸与を受

けた補償額算定書等とを照合し、現地の状況等を把握する。
2）前項において現地の状況に変動が生じていた場合は、速やかに調査職員に報告する。
3) 権利者及び第三者が所有する土地、建物等に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地、建物等の所有者等の

承諾を得て行う。

【業務内容】（１／４） ※「入札実施要項」1.1(2)より引用
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令和８年度 ○○用地補償総合技術業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 用地部

＜3.権利者の特定＞
1) 民間事業者は、業務発注担当部署から貸与を受けた登記事項証明書等の記載事項を補償額算定書等と照合

し、権利者の特定に誤りがないか確認を行う。
2) 民間事業者は、前項の確認の結果、権利者の特定ができないとき、又は権利者の特定に誤りがあるときは、

速やかに調査職員に報告し、必要に応じて、新たに登記事項証明書等の貸与を受けるものとする。

＜4.補償額算定書の照合＞
1) 民間事業者は、業務発注担当部署から貸与を受けた補償額算定書等について、基準及び運用方針等に適合

し、誤りなく調製されているか照合を行う。
2) 民間事業者は、前項の照合の結果、補償額算定書等の調製に不備があるときは、速やかに調査職員に報告

し、当該不備が補正された補償額算定等の貸与を受けるものとする。

＜5.補償金明細表の作成＞
民間事業者は、3及び4の確認等が完了したときは、速やかに補償金明細表を作成し、調査職員に提出する。

＜6.公共用地交渉方針の策定及び公共用地交渉用資料の作成＞
民間事業者は、公共用地交渉を行うにあたり、次に掲げる方針の策定等を行い、用地補償総合技術業務協議

書をもって調査職員と協議し、その承諾を得るものとする。
一 権利者ごとの公共用地交渉のスケジュール、説明内容等の公共用地交渉の進め方に関する方針の策定
二 権利者ごとの権利の内容に応じた公共用地交渉用資料（事業計画と支障物件等の位置関係を示す図面

（写し）、同一区画の支障物件等に複数の権利者が存在する場合の権利者ごとに対象物が分かるよう色分
けした図面（写し）、買収後の出入り口が分かる図面（写し）、相続が発生している場合の遺産分割協議
書案、譲渡所得税、国民健康保険税等の税制に関する資料等）の作成

【業務内容】（２／４） ※「入札実施要項」1.1(2)より引用
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令和８年度 ○○用地補償総合技術業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 用地部

＜7.権利者等に対する公共用地交渉等＞
1) 権利者に対して６において作成した公共用地交渉用資料を基に補償内容等の理解が得られるよう、次の各

号の段階に応じて、十分な公共用地交渉を行う。
一 調書の説明及び確認

調査職員の指示により、調書の内容を権利者に説明し、当該権利者の確認を受けた上で、当該調書に署
名押印を得る。

二 補償内容等の説明
調査職員の指示により、補償項目ごとの補償内容等を権利者（抵当権者等を除く。以下この号から第４

号までにおいて同じ。）に説明し、補償内容等の理解を得る。
三 損失補償協議書の交付及び説明

調査職員の指示により、損失補償協議書を権利者に交付し、補償金額を提示して当該損失補償協議書を
説明する。

四 補償契約書案の説明及び補償契約の承諾
調査職員の指示により、補償契約書案を権利者に交付し、補償契約の内容を説明し、補償契約の承諾を

得る。当該権利者から補償契約の承諾を得られたときは調査職員の指示により、補償契約書等に署名押印
を得る。

2) 民間事業者は、前項の公共用地交渉を行うに当たり、権利者以外の関係者（相続財産について権利を放棄
した者、代替地提供者、不在者探索に係る情報を保有すると思われる者等をいう。）に対し、相続財産に関
する説明、代替地提供に伴う税制等の説明、不在者探索のための情報収集等の軽微な対応（これに伴う説明
資料の作成、関係書類の受領等を含む。）が生じた場合は、これを行うものとする。

＜8.公共用地交渉後の措置＞
1) 権利者との公共用地交渉等を行った場合には、速やかに公共用地交渉等記録簿を作成し、その都度調査職

員の確認を受け、必要に応じて公共用地交渉等の詳細な内容を報告する。
2) 当該権利者に係わる補償内容等並びに損失補償協議書及び補償契約書案の内容について、それぞれ理解が

得られたときは、その都度、速やかに、調査職員にその旨を報告する。

【業務内容】（３／４） ※「入札実施要項」1.1(2)より引用
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令和８年度 ○○用地補償総合技術業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 用地部

 

【業務内容】（４／４）

本業務は、当該事業の用地取得の早期進捗を図る業務であり、仕様が確定しており、技術提案
（評価テーマ）により業務を実施する上での技術的工夫を求めることにより、より品質の高い成
果が期待できることから、総合評価落札方式（１：２）とする。

【契約方式の選定理由留意点・課題】

※「入札実施要項」1.1(2)より引用

3) 民間事業者は、権利者が補償契約書に署名押印した後に、当該補償契約書の写しを作成する。
4) 権利者が公共用地交渉に応じない、又は当該事業計画に対する不満、補償内容等に対する不満その他の理

由により公共用地交渉の継続が困難であると判断したときは、調査職員に詳細な内容を報告し、調査職員の
指示を受ける。

＜9.移転履行状況等の確認等後の措置＞
1) 民間事業者は、権利者と業務発注担当部署との間で契約が締結された後は、調査職員の指示に基づき、

権利者と業務発注担当部署との間で締結された補償契約書に定める期限までに義務が履行されるよう、権利
者等に対し移転履行状況等の確認、催告等を行う。

2) 補償契約書に定める期限までに義務が履行されることが困難と判断した場合には、権利者に対し履行遅
延の申し出をすべきことを説明する。

＜10.その他の業務＞
1) 民間事業者は、移転に伴う法令上の制限の有無及びその内容について、権利者等から情報提供の求めが

あった場合には、関係機関に確認し、業務発注担当部署及び権利者に情報提供する。
2) 本業務の遂行においては、業務の実施の状況、権利者等からの意見・要望等及び当該事業計画地の現況

等について、用地補償総合技術業務日報を作成し、提出する。
3) 本業務が完了した場合には、権利者ごとの公共用地交渉達成状況引継書を調査職員に引き継ぐこと。
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令和８年度 ○○用地補償総合技術業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 用地部

 

(1) 概況ヒアリング及び現地踏査等（1.から2.に係る業務）
業務発注担当部署から貸与された資料及び調査職員からの概況説明を参考に現地踏査を行い、現地の現況、

留意事項及びその他必要事項を十分に把握し、適正な履行を行うこと。
(2) 権利者の特定及び補償額算定書の照合等（3.から5.に係る業務）

業務発注担当部署から貸与された補償額算定書等における権利者の特定及び補償内容の照合を適正に行う
とともに、補償金明細表の作成を適正に行うこと。

(3) 公共用地交渉方針の策定及び公共用地交渉用資料の作成（6.に係る業務）
現地の現況等を正確に踏まえた交渉方針を策定するとともに、権利者ごとに適切な公共用地交渉用資料を

作成し、調査職員との協議を適正に行うこと。
(4) 権利者等に対する公共用地交渉等（7.に係る業務）

対象となるすべての権利者に面接等を求め、調書、損失補償協議書、補償契約書案の内容が理解されるよ
う適正に説明を行い、調書（控え）への署名押印、損失補償協議書の内容の了解及び補償契約書案による契
約締結の承諾及び補償契約書等署名押印を得られるよう適正な公共用地交渉を行うこと。

(5) 公共用地交渉後の措置（8.に係る業務）
公共用地交渉ごとに公共用地交渉記録簿を適正に作成するとともに、権利者において説明への理解又は今

後の交渉が困難となる要因等が確認された場合には適正に調査職員へ報告を行うこと。
(6) 移転履行状況等の確認後の措置（9.に係る業務）

補償契約が締結された権利者について、義務の履行が適切に行われるよう、適正に履行状況を確認し、履
行の遅延がやむを得ない場合には履行の遅延についての説明を適正に行うこと。

(7) その他（10.に係る業務）
権利者から移転に伴い必要となる情報提供の依頼があった場合には必要な調査を的確に行い、適正に情報

提供を行うこと。本業務を実施した場合には、用地補償総合技術業務日報を適正に作成するとともに本業務
が完了した場合には、権利者毎の当該権利者との交渉経緯、交渉状況を記載した公共用地交渉達成状況引継
書を適正に作成すること。

【業務の目的・求める成果】 ※「入札実施要項」1.2.1より引用
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令和８年度 ○○用地補償総合技術業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 用地部

○企業に関する要件
（１）基本的要件［①単体企業、②設計共同体］

（２）資本関係及び人的関係に関する要件［①資本関係、②人的関係、③その他］

（３）中立公平性に関する要件［後述］

（４）業務拠点に関する要件［後述］

（５）業務実施体制に関する要件

（６）参加表明者の業務実績に関する要件［後述］

○技術者に関する要件
（７）配置予定技術者の資格に関する要件［①主任担当者、②担当技術者、③業務従事者］ ［後述］

（８）配置予定主任担当者の業務実績に関する要件［後述］

（９）直接的雇用関係［後述］

（10）配置予定主任担当者の手持ち業務に関する要件

○その他の要件
（11）技術提案書に関する要件

【競争参加資格要件（案）１／３】
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令和８年度 ○○用地補償総合技術業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 用地部

競争資格要件評価項目

・本業務の履行箇所に係る被補償者との間において、資本的・人的関係がないこと。

※資本的・人的関係がないことは、次のことをいう。

ア）会社法に基づく子会社等、親会社等の関係にないこと。

イ）入札参加者自身が被補償者でないこと及び入札参加者の役員が被補償者でないこと又は入札参加者の役員が被補償者の役員を兼ねていないこと。

中立公平性に

関する要件

企
業

・中部地方整備局管内に業務拠点（配置予定主任担当者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものでなければならない。
業務拠点に

関する要件

・参加表明者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、１件以上の実績を有してい
ること。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第３条各号の一に規定する事業を行う者が発注した登録規程第2条第1項の別
表及び「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について」（令和２年12月23日付け国不用第35号。以下「運用通知」という。）記１の別
紙に定めるいずれかの業務（用地補償技術補助業務、用地補償総合技術業務、用地関係資料作成整理等業務及び用地調査点検等技術
業務を含む。）

［ 企業数 ： ５０者程度 ］

○類似業務：設定しない

業務実績に

関する要件

・予定主任担当者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、主任担当者又は担当
技術者として従事した１件以上の実績を有していること。

・業務実績には、平成２３年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験及び、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類
似業務として認める（ただし、照査技術者として従事した業務は除く。）。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第３条各号の一に規定する事業を行う者が発注した登録規程第２条第１項の
別表及び運用通知記１の別紙に定める補償関連部門の補償説明業務又は総合補償部門の公共用地交渉業務（用地補償技術補助業務
及び用地補償総合技術業務を含む。）。

○類似業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第３条各号の一に規定する事業を行う者が発注した登録規程第２条第１項の
別表及び運用通知記１の別紙に定めるいずれかの業務（同種業務を除き、用地関係資料作成整理等業務及び用地調査点検等技術業務
を含む。）。

業務実績に

関する要件技
術
者

・予定主任担当者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、本業務の民間事業者と直接的雇用関係がなければならない。
直接的

雇用関係

 

【競争参加資格要件（案）】（２／３） ※「入札実施要項」より引用
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令和８年度 ○○用地補償総合技術業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 用地部

 

【競争参加資格要件（案）】（３／３）
競争資格要件評価項目

・配置予定主任担当者については以下のいずれかの資格等を有すること。

(ア)公共用地交渉業務及びこれに関連する業務を総合的に行う業務に関し７年以上の実務の経験を有する者であって、補償業務に関し５年以上の指
導監督的実務の経験を有する者

(イ)補償業務全般に関する指導監督的実務の経験７年以上を含む２０年以上の実務の経験を有する者

(ウ)登録規程第2 条第1 項の別表に掲げる総合補償部門に係る補償業務管理者

(エ)一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程（平成3 年3 月28 日理事会決定）（以下「実施
規程」という。）第3 条に掲げる総合補償部門において実施規程第14 条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士

(オ)実施規程第3 条に掲げる○○部門、○○部門、○○部門及び補償関連部門の４部門すべてにおいて実施規程第14 条に基づく補償業務管理士登
録台帳に登録された補償業務管理士

資格に

関する要件

(主任担当者)

技
術
者

・担当技術者を配置する場合は、以下のいずれかの資格等を有すること。

(ア)公共用地交渉業務及びこれに関連する業務を総合的に行う業務に関し５年以上の実務の経験を有する者であって、補償業務に関し３年以上の指
導監督的実務の経験を有する者

(イ)補償業務全般に関する指導監督的実務の経験５年以上を含む１０年以上の実務の経験を有する者

(ウ)登録規程第2 条第1 項の別表に掲げる総合補償部門に係る補償業務管理者

(エ)実施規程第3 条に掲げる総合補償部門において実施規程第14 条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士

(オ)実施規程第3 条に掲げる○○部門、○○部門、○○部門及び補償関連部門の４部門において実施規程第14 条に基づく補償業務管理士登録台帳
に登録された補償業務管理士

資格に

関する要件

(担当技術者)

・業務従事者を配置する場合は、下記（ア）に示す条件を満たす者であること。

ただし、業務従事者を複数名配置する場合、うち１名については、下記（ア）を満たす必要はない。

(ア)公共用地取得に関する補償業務について、３年以上の実務経験を有する者（行政機関の職員としての経験、民間コンサルタントの職員としての経
験の別を問わない）。

資格に

関する要件

(業務従事者)

・本業務の履行箇所に係る被補償者との間において、資本的・人的関係がないこと。

※資本的・人的関係がないことは、次のことをいう。

ア）会社法に基づく子会社等、親会社等の関係にないこと。

イ）入札参加者自身が被補償者でないこと及び入札参加者の役員が被補償者でないこと又は入札参加者の役員が被補償者の役員を兼ねていないこと。

中立公平性に

関する要件
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令和８年度 ○○用地補償総合技術業務
総合評価

（１：２ ）

中部地方整備局 用地部

○総合評価点 ＝ 価格評価点＋技術評価点 （加算方式）

○価格評価点と技術評価点の配分 ＝ １：２（ 価格評価点３０点：技術評価点６０点 ）
【技術評価点［企業・技術者・技術提案書］】

●［企業］５．５点

・賃上げ表明・賃上げ実績 ・・・ ５点

・ワーク・ライフ・バランス等の促進 ・・・０．５点

●［技術者（主任担当者）］１５点

・資格 ・・・ ５点

・業務実績 ・・・ ５点

・地域精通度 ・・・ ５点 ８５．５点

●［技術者（担当技術者及び業務従事者）］５点

・業務実績 ・・・ ５点

○［技術提案書］６０点

・実施方針［業務理解度］ ・・・ １０点

・実施方針［実施体制］ ・・・ ２０点

・評価テーマ［１テーマ］ ・・・ ３０点

○技術評価点 ＝ ６０点 × （技術評価の合計得点／８５．５点）

○価格評価点 ＝ ３０点 × （１－入札価格／予定価格）

【配点方針】
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令和８年度 ○○資料作成業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

本業務は、○○事務所において予算要求、事業工程などの機密性の高い業務や事故や災害時等
の緊急性の高い業務において、迅速に対応するため事務所に在席し資料作成等の支援することに
より、当該事務所が進める事業を円滑に推進させることを目的とする業務である。

【業務概要】 ※「入札実施要項」1.1(1)より引用

履行期間：令和７年４月１日～令和〇年３月３１日（予定） 予定金額：○○百万円程度

業務内容

計画

工事開始

調査・検討

予算要求

■設計業務成果のとりまとめ

■公共工事に関する実施計画関連資料の作成

■業務の発注に必要な基礎資料の作成等

58



令和８年度 ○○資料作成業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

本業務においては、「資料作成業務共通仕様書」第２００２条の規定に基づき、別表の業務を
実施する。
なお、業務規模については別紙（数量総括表）を想定しており必要に応じて指示する。項目等

（規模）の詳細については業務打合せにおいて協議するものとし、業務内容等に変更が生じた場
合は、別途協議するものとする。

【業務内容】

本業務は、業務に関する資料作成等を行う業務であり、仕様が確定しており、技術提案（評価
テーマ）により業務を実施する上での技術的工夫を求めることにより、より品質の高い成果が期
待できることから、総合評価落札方式（１：２）とする。

【契約方式の選定理由留意点・課題】

※「入札実施要項」1.1(2)より引用

項 目共通仕様書
・各種設計業務及び調査業務の成果並びに工事に関する各種資料
等の整理

・調査・計画・管理業務等に必要な資料の作成

設計成果等の資料とりまとめ業務等第２００２条
第１項

・工事の発注計画に関連する概算数量等資料の作成
・業務の発注・変更契約に必要となる各種技術資料の作成・とりま
とめ

工事等の発注に伴う図面、数量等の資
料作成等

第２００２条
第２項

・技術管理上重要な資料のとりまとめ及び作成その他技術管理上重要な資料作成等第２００２条
第３項

・関係者や関係機関との協議・調整に必要な資料の作成
・技術管理上一般的な資料のとりまとめ及び各種資料の作成

その他関係資料の作成第２００３条
第４項

＜別表＞
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令和８年度 ○○資料作成業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

本業務は、以下に示す機密性や緊急性の高い業務において、迅速に対応するために事務所等に
在席して作成支援し、その成果は事務所等が進める事業を円滑に進めるために活用するものであ
る。

１）設計成果等の資料とりまとめ業務等

２）工事等の発注に伴う図面、数量等の資料作成等

３）その他技術管理上重要な資料作成等

４）その他関係資料の作成

【業務の目的・求める成果】

・本業務は、公共工事の発注や公共施設の管理等に関する支援を通じて、国土交通省・内閣府の
円滑な業務の遂行に資する「発注者支援業務等」に準じた「地整統一業務（在席）」。

・各事務所等では、事業を円滑に推進するため、各種調査、予算要求、事業調整等が必要。
・職員数も減少しており、民間事業者の協力が必要。

【業務の背景や経緯】
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令和８年度 ○○資料作成業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

○企業に関する要件
（１）基本的要件［①単体企業、②設計共同体］

（２）資本関係及び人的関係に関する要件［①資本関係、②人的関係、③その他］

（３）中立公平性に関する要件［後述］

（４）業務拠点に関する要件［後述］

（５）業務実施体制に関する要件

（６）参加表明者の業務実績に関する要件［後述］

○技術者に関する要件
（７）配置予定技術者の資格に関する要件［①管理技術者、②担当技術者］［後述］

（８）配置予定管理技術者の業務実績に関する要件［後述］

（９）直接的雇用関係［後述］

（10）配置予定管理技術者の手持ち業務に関する要件

○その他の要件
（11）技術提案書に関する要件

（12）見積書に関する要件

【競争参加資格要件（案）１／３】
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令和８年度 ○○資料作成業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

競争資格要件評価項目

・本業務の履行期間中に工期がある当該業務発注者の発注工事に参加している者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある
者は、本業務の入札に参加できない。

・発注工事に参加とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け（測量、地質調査業務も含む）をしていることをいう。ただし、本業務の契約日ま
でに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できる。

・資本面・人事面で関係があるとは、次の(ア)又は(イ)に該当するものをいう。

(ア)一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしてい
る場合。

(イ)一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている場合。

中立公平性に

関する要件

企
業 ・中部地方整備局管内に業務拠点（配置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものでなければならない。

業務拠点に

関する要件

・参加表明者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、１件以上の実績を有してい
ること。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務、行政補
助業務、公物管理補助業務、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討・計画策定業務、管理施設調査・運
用・点検業務、測量業務、地質調査業務

［ 企業数 ： ６４０者程度 ］

○類似業務：設定しない

業務実績に

関する要件

・配置予定管理技術者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、管理技術者又は
担当技術者として従事した１件以上の実績を有していること。

・業務実績には、平成２３年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は
類似業務として認める（ただし、照査技術者として従事した業務は除く。）。

・業務実績は、受注者・発注者の立場で行った請負業務の実績（発注者の立場で行った請負業務の実績とは、地方建設局委託設計業務等調査検査事
務処理要領第６に該当する主任調査員相当以上の立場で発注業務のマネジメント経験をした実績をいう。）の他、関連する調査、計画、研究、企画、設
計、分析、評価、著述等の具体的な業務も業務実績として認める。

・「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価し、業務実績として認める。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した土木工事に関する発注者
支援業務（類する業務を含む）、行政補助業務（類する業務を含む）、公物管理補助業務（類する業務を含む）

○類似業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注したＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術ア
ドバイザリー業務、土木設計における概略･予備･詳細設計業務、土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務

業務実績に

関する要件技
術
者

・配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、本業務の代表者と直接的雇用関係がなければならない。
直接的

雇用関係

 

【競争参加資格要件（案）２／３】 ※「入札実施要項」より引用
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令和８年度 ○○資料作成業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

競争資格要件評価項目

・配置予定管理技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。

(ア)技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）

(イ)一級土木施工管理技士

(ウ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会１級土木技術者

(エ) (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)

(オ)ＲＣＣＭ(技術士（建設部門）と同様の部門に限る）

【業務内容に造園工事が相当程度含まれる場合は、造園に関する資格を加える】

【業務内容が電気通信設備工事のみの場合は、入札実施要項に従い別途設定】

資格に

関する要件

(管理技術者)

技
術
者

・配置予定担当技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。 １つの履行場所（業務対象事務所）において、担当技術者を複数名配置する
場合、うち１名については、資格等を満たす必要はない。

(ア)技術士(総合技術監理部門（建設）又は建設部門)、技術士補（建設部門）

(イ)一級土木施工管理技士、一級土木施工管理技士補又は二級土木施工管理技士

(ウ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会１級土木技術者又は土木学会２級土木技術者

(エ)(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)

(オ)ＲＣＣＭ(技術士（建設部門）と同様の部門に限る）

(カ)「配置予定管理技術者の業務実績に関する要件」の同種又は類似業務等と同様の実務経験が１年以上の者

(キ)河川又は道路関係の技術的行政経験を５年以上有する者

【業務内容に電気通信設備工事が相当程度含まれる場合は、電気通信設備に関する資格を加える】

【業務内容に機械設備工事が相当程度含まれる場合は、機械設備に関する資格を加える】

【業務内容に土木営繕工事が相当程度含まれる場合は、土木営繕に関する資格を加える】

【業務内容に造園工事が相当程度含まれる場合は、造園に関する資格を加える】

【業務内容が電気通信設備工事のみの場合は、入札実施要項に従い別途設定】

資格に

関する要件

(担当技術者)

 

【競争参加資格要件（案）３／３】
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令和８年度 ○○資料作成業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

○総合評価点 ＝ 価格評価点＋技術評価点 （加算方式）

○価格評価点と技術評価点の配分 ＝ １：２（価格評価点３０点：技術評価点６０点）
【技術評価点［企業・技術者・技術提案書］】

●［企業］５．５点

・賃上げ表明・賃上げ実績 ・・・ ５点

・ワーク・ライフ・バランス等の促進 ・・・０．５点

●［技術者（管理技術者）］１５点

・資格 ・・・ ５点

・業務実績 ・・・ ５点

・地域精通度 ・・・ ５点 ８５．５点

●［技術者（担当技術者）］５点

・業務実績 ・・・ ５点

○［技術提案書］６０点

・実施方針［業務理解度］ ・・・ １０点

・実施方針［実施体制］ ・・・ ２０点

・評価テーマ［１テーマ］ ・・・ ３０点

○技術評価点 ＝ ６０点 × （技術評価の合計得点／８５．５点）

○価格評価点 ＝ ３０点 × （１－入札価格／予定価格）

【配点方針】
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令和８年度 ○○国道道路情報管理業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

本業務は、○○国道事務所管内において、安全で円滑な道路交通を確保するため、道路情報の
収集及び各種監視装置・観測装置の監視、関係機関・関係者への連絡、道路利用者への情報提供
などの道路情報の管理を閉庁日及び平日の昼夜を問わず継続して実施する業務である。

【業務概要】

業務内容

道路情報の収集及び監視

道路情報板による情報提供

関係機関への連絡

(財)日本道路交通情報センターＨＰより65



令和８年度 ○○国道道路情報管理業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

【業務の背景や経緯】
・本業務は、公共工事の発注や公共施設の管理等に関する支援を通じて、国土交通省・内閣府の
円滑な業務の遂行に資する「発注者支援業務等」や「地整統一業務（在席）」と合わせて発注時
期を統一して契約手続きを行う「地整統一業務」。

・各事務所等では、安全で円滑な道路交通を確保するため、道路情報の管理を閉庁日及び平日の
昼夜を問わず継続しての実施が必要。

・職員数も減少しており、民間事業者の協力が必要。
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令和８年度 ○○国道道路情報管理業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

１．道路情報の収集及び提供
《情報収集》
・工事・緊急規制情報（道路規制情報システム）による工事規制等の情報収集
・電話による突発的事象の情報収集 等

《情報提供》
・事象情報（事故、故障車、落下物等）の道路利用者等への情報提供

２．他機関との情報交換

３．各種の監視装置及び気象観測装置の監視、事象発生時におけるＣＣＴＶによる状況把握
・道路管理情報システム・気象情報システムで、雨量計及び気温・路音計等の装置監視
・CCTVによる道路状況の把握 等

４．観測及び記録データの整理保存

【業務内容】

本業務は、円滑な行政手続き等による適切な道路管理を支援する業務であり、仕様が確定して
おり、技術提案（評価テーマ）により業務を実施する上での技術的工夫を求めることにより、よ
り品質の高い成果が期待できることから、総合評価落札方式（１：２）とする。

【契約方式の選定理由留意点・課題】
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令和８年度 ○○国道道路情報管理業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

 

【業務の目的・求める成果】
１）道路情報の収集及び提供
道路情報の収集は正確に行い、収集した情報は発注者に報告を行うこと。また、必要に応じて
道路利用者に情報提供すること。

２）他機関との情報交換
広域的な影響が発生する恐れのある事案については、速やかに他機関と情報共有を行うこと。

３）各種の監視装置及び気象観測装置の監視、事象発生時におけるＣＣＴＶによる状況把握
①道路の異常にいち早く気づくため、各種装置を監視し道路管理上必要なデータを迅速に入手
すること。
②事象発生時においてはCCTVにより状況を正確に把握し、発注者に報告を行うこと。

４）観測及び記録データの整理保存
収集した情報を今後の業務に活かし、業務の効率化を図るために、観測及び記録データの整理
保存を行うこと。
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令和８年度 ○○国道道路情報管理業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

○企業に関する要件
（１）基本的要件［①単体企業、②設計共同体］

（２）資本関係及び人的関係に関する要件［①資本関係、②人的関係、③その他］

（３）中立公平性に関する要件［後述］

（４）業務拠点に関する要件［後述］

（５）業務実施体制に関する要件

（６）参加表明者の業務実績に関する要件［後述］

○技術者に関する要件
（７）配置予定技術者の資格に関する要件［①管理技術者、②担当技術者］［後述］

（８）配置予定管理技術者の業務実績に関する要件［後述］

（９）直接的雇用関係［後述］

（10）配置予定管理技術者の手持ち業務に関する要件

○その他の要件
（11）技術提案書に関する要件

【競争参加資格要件（案）１／３】
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令和８年度 ○○国道道路情報管理業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

競争資格要件評価項目

・本業務の履行期間中に工期がある当該業務発注者の発注工事に参加している者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある
者は、本業務の入札に参加できない。

・発注工事に参加とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け（測量、地質調査業務も含む）をしていることをいう。ただし、本業務の契約日ま
でに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できる。

・資本面・人事面で関係があるとは、次の(ア)又は(イ)に該当するものをいう。

(ア)一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしてい
る場合。

(イ)一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている場合。

中立公平性に

関する要件

企
業 ・中部地方整備局管内に業務拠点（配置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものでなければならない。

業務拠点に

関する要件

・参加表明者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、１件以上の実績を有してい
ること。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務、行政補
助業務、公物管理補助業務、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討・計画策定業務、管理施設調査・運
用・点検業務、測量業務、地質調査業務

［ 企業数 ： ６４０者程度 ］

○類似業務：設定しない

業務実績に

関する要件

・配置予定管理技術者は、平成２３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和７年度完了予定の業務も含む）において、管理技術者又は
担当技術者として従事した１件以上の実績を有していること。

・業務実績には、平成２３年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は
類似業務として認める（ただし、照査技術者として従事した業務は除く。）。

・業務実績は、受注者・発注者の立場で行った請負業務の実績（発注者の立場で行った請負業務の実績とは、地方建設局委託設計業務等調査検査事
務処理要領第６に該当する主任調査員相当以上の立場で発注業務のマネジメント経験をした実績をいう。）の他、関連する調査、計画、研究、企画、設
計、分析、評価、著述等の具体的な業務も業務実績として認める。

・「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価し、業務実績として認める。

◎同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した土木工事に関する発注者
支援業務（類する業務を含む）、行政補助業務（類する業務を含む）、公物管理補助業務（類する業務を含む）

○類似業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注したＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術ア
ドバイザリー業務、土木設計における概略･予備･詳細設計業務、土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務

業務実績に

関する要件技
術
者

・配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、本業務の代表者と直接的雇用関係がなければならない。
直接的

雇用関係

 

【競争参加資格要件（案）２／３】
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令和８年度 ○○国道道路情報管理業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

競争資格要件評価項目

・配置予定管理技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。

(ア)技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）

(イ)一級土木施工管理技士

(ウ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会１級土木技術者

(エ) (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)

(オ)ＲＣＣＭ(技術士（建設部門）と同様の部門に限る）

資格に

関する要件

(管理技術者)

技
術
者

・配置予定担当技術者については以下のいずれかの資格等を有すること。 １つの履行場所（業務対象事務所）において、担当技術者を複数名配置する
場合、うち１名については、資格等を満たす必要はない。

ただし、資格を満たす担当技術者の配置割合は、１／５（人）を下回ってはならない。

（「特殊車両通行許可審査業務」及び「特殊車両の通行に係る指導取締り」は１／３（人））

(ア)技術士(総合技術監理部門（建設）又は建設部門)、技術士補（建設部門）

(イ)一級土木施工管理技士、一級土木施工管理技士補又は二級土木施工管理技士

(ウ)土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会１級土木技術者又は土木学会２級土木技術者

(エ)ＲＣＣＭ(技術士（建設部門）と同様の部門に限る）

(オ) 「予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績」と同様の実務経験が１年以上の者

(カ) 道路もしくは、河川関係の技術的行政経験（※）又は、道路交通行政経験を５年以上有する者

資格に

関する要件

(担当技術者)

 

【競争参加資格要件（案）３／３】
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令和８年度 ○○国道道路情報管理業務
総合評価
（１：２）

中部地方整備局 ○○事務所

○総合評価点 ＝ 価格評価点＋技術評価点 （加算方式）

○価格評価点と技術評価点の配分 ＝ １：２（価格評価点３０点：技術評価点６０点）
【技術評価点［企業・技術者・技術提案書］】

●［企業］５．５点

・賃上げ表明・賃上げ実績 ・・・ ５点

・ワーク・ライフ・バランス等の促進 ・・・０．５点

●［技術者（管理技術者）］１５点

・資格 ・・・ ５点

・業務実績 ・・・ ５点

・地域精通度 ・・・ ５点 ８５．５点

●［技術者（担当技術者）］５点

・業務実績 ・・・ ５点

○［技術提案書］６０点

・実施方針［業務理解度］ ・・・ １０点

・実施方針［実施体制］ ・・・ ２０点

・評価テーマ［１テーマ］ ・・・ ３０点

○技術評価点 ＝ ６０点 × （技術評価の合計得点／８５．５点）

○価格評価点 ＝ ３０点 × （１－入札価格／予定価格）

【配点方針】
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令和８年度 ○○技術資料作成業務
総合評価
（１：１）

中部地方整備局 ○○事務所

本業務は、○○事務所が行う事業を進めるため、対外調整等で必要となる検討や資料作成を行
うことにより、当該事務所が進める事業を円滑に推進させることを目的とする業務である。

【業務概要】

業務内容

履行期間：契約締結日の翌日～令和〇年３月３１日（予定） 予定金額：○○百万円程度

○公共工事に関する地元協議用資料作成

公共工事の実施に伴う地元関係者との協議・調整に必要な資料の作成を行う。

○関係機関協議用資料の作成

公共工事の実施に伴う関係機関との協議・調整に必要な資料の作成を行う。

○技術資料とりまとめ等

発注業務設計図書案の作成、各種設計・調査業務の成果並びに工事に関する各種資料整理し、
調査・計画・管理業務に必要な資料の作成を行う。

工事コスト縮減データとりまとめなど、技術管理上重要な資料のとりまとめ及び作成を行う。
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令和８年度 ○○技術資料作成業務
総合評価
（１：１）

中部地方整備局 ○○事務所

・本業務は、公共工事の発注や公共施設の管理等に関する支援を通じて、国土交通省・内閣府の
円滑な業務の遂行に資する「発注者支援業務等」や「地整統一業務（在席）」と合わせて発注
時期を統一して契約手続きを行う「地整統一業務（持ち帰り）」。

・各事務所等では、工事等を円滑に推進するため、設計図書作成や関係機関との協議用図面作成
等が必要。

・職員数も減少しており、民間事業者の協力が必要。

【業務の背景や経緯】
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令和８年度 ○○技術資料作成業務
総合評価
（１：１）

中部地方整備局 ○○事務所

本業務においては、「技術資料作成業務共通仕様書」第２００１条の規定に基づき、別表の業
務を実施する。
なお、業務規模については別紙（数量区分表）を想定しており必要に応じて指示する。項目等

（規模）の詳細については業務打合せにおいて協議するものとし、業務内容等に変更が生じた場
合は、別途協議するものとする。
＜別表＞

【業務内容】

本業務は、公共工事に関する地元協議用資料等の作成及び技術資料とりまとめを行う業務であ
り、仕様が確定しており、技術提案（品質確保に関する実施方針）を求めることで、品質の高い
成果が期待できることから、総合評価落札方式（１：１）とする。

【契約方式の選定理由留意点・課題】

項 目共通仕様書
・設計諸条件整理とりまとめ
・整備成果資料等とりまとめ

設計成果等の資料とりまとめ業務等第２００１条
第１項

・発注業務の設計図書案作成工事等の発注に伴う図面・数量等の資
料作成等、その他

第２００１条
第２項

・各種施策関連資料整理とりまとめ
・交通安全対策関係資料作成
・工事完成図整理とりまとめ
・各種点検表整理とりまとめ
・事業年報データ資料収集整理

その他技術管理上重要な資料作成等第２００１条
第３項

・地元協議用資料作成
・関係機関協議用資料作成
・関係機関への施設等引継に関する協議資料作成
・その他技術資料とりまとめ

その他関係資料の作成第２００１条
第４項
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令和８年度 ○○技術資料作成業務
総合評価
（１：１）

中部地方整備局 ○○事務所

○企業に関する要件
（１）基本的要件［①単体企業、②設計共同体］

（２）資本関係及び人的関係に関する要件［①資本関係、②人的関係、③その他］

（３）業務拠点に関する要件

・中部地方整備局管内に営業拠点等を有する者でなければならない。

（４）業務実施体制に関する要件

（５）参加表明者の業務実績に関する要件［後述］

○技術者に関する要件
（６）配置予定技術者の資格に関する要件［①管理技術者］

・河川維持管理技術者【河川関係（ダム・砂防を除く）案件の場合に追加】

（７）配置予定管理技術者の業務実績に関する要件［後述］

（８）配置予定管理技術者の手持ち業務に関する要件

○その他の要件
（９）技術提案書に関する要件

【競争参加資格要件（標準要件）１／２】
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令和８年度 ○○技術資料作成業務
総合評価
（１：１）

中部地方整備局 ○○事務所

○参加表明者の業務実績に関する要件
・同種業務：○○分野における予備設計又は詳細設計又は技術資料作成【○○には河川又は道路を記載】

理 由：本業務は、○○関係【○○には河川又は道路を記載】の地元説明資料、協議用資料作成である
ため、○○に関する土木設計の実績が必要であるため。

・類似業務：○○分野における予備設計又は詳細設計又は技術資料作成

【同種に河川を記載した場合は道路を記載、逆の場合は河川を記載】

理 由：土木設計の実績があれば業務が遂行可能であるため。

［ 同種・類似要件を満たす企業数 ： ４７０者 ］

○配置予定管理技術者の業務実績に関する要件
・同種業務：（企業と同様）

・類似業務：（企業と同様）

【競争参加資格要件（標準要件）２／２】
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令和８年度 ○○技術資料作成業務
総合評価
（１：１）

中部地方整備局 ○○事務所

 

【配点方針（標準配点）】
○総合評価点 ＝ 価格評価点＋技術評価点 （加算方式）

○価格評価点と技術評価点の配分 ＝ １：１（価格評価点６０点：技術評価点６０点）

【技術評価点［企業・技術者・技術提案書］】
●［企業］１０．５点

・業務拠点 ・・・ ４点
・企業信頼度（優良業務表彰等） ・・・ ２点
・賃上げ表明・賃上げ実績 ・・・ ４点
・ワーク・ライフ・バランス等の促進 ・・・０．５点

●［技術者（管理技術者）］２０点
・資格 ・・・ ３点 ６０．５点
・業務実績 ・・・ ３点
・業務成績（技術者評定） ・・・ ６点
・技術者信頼度（優良技術者表彰等） ・・・ ４点
・継続教育（CPD） ・・・ ４点

○［技術提案書］３０点
・実施方針（品質確保・若手技術者の活躍・人材育成） ３０点

○技術評価点 ＝ ６０点 × （技術評価の合計得点／６０．５点）
○価格評価点 ＝ ６０点 × （１－入札価格／予定価格）
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令和８年度 ○○用地調査点検等技術業務
総合評価
（１：１）

中部地方整備局 用地部

本業務は、○○事務所が施行する事業に必要な用地取得の事務に関して、円滑・迅速な用地取
得を図るため、補償金算定書等の点検・調製確認、用地関係資料の作成等の業務を行うものであ
る。

【業務概要】

履行期間：契約締結日の翌日～令和９年３月３１日（予定） 予定金額：○○百万円程度

業務内容

事業計画担当課

実施計画の決定

用地取得計画の策定

現地踏査

説明会の開催等

幅杭の打設

①（用地調査等業務の
工程管理補助）

②（資料収集調査）

土地・建物登記簿の調査

戸籍簿等調査

用地測量（土地）

用地調査（物件）

③（現地確認調査）

④（調査書等の点検・調製確認）

土地・物件調書の作成

損失補償金台帳の作成

③（現地確認調査）

④（調査書等の点検・調製確認）

補償金額の算定

補償金明細表の作成

①用地調査等業務の工程管理補助、②資料収集調査、③現地確認調査、
④調査書等の点検・調製確認、⑤用地関係資料の作成、⑥記録簿等の作成

⑤（用地関係資料の作成）

⑥（記録簿等の作成）

説明資料等の作成

用地交渉（補助）

用地交渉の妥結(補助)

前払金の支払い

所有権の移転登記

物件移転の検査

後払金の支払い

土地の引渡し

本業務の範囲
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令和８年度 ○○用地調査点検等技術業務
総合評価
（１：１）

中部地方整備局 用地部

・本業務は、公共工事の発注や公共施設の管理等に関する支援を通じて、国土交通省・内閣府の
円滑な業務の遂行に資する「発注者支援業務等」や「地整統一業務（在席）」と合わせて発注
時期を統一して契約手続きを行う「地整統一業務（持ち帰り）」。

・各事務所等では、用地交渉等を円滑に推進するため、調査書等の点検・調製確認や相手方との
用地交渉における資料作成等が必要。

・職員数も減少しており、民間事業者の協力が必要。

【業務の背景や経緯】
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令和８年度 ○○用地調査点検等技術業務
総合評価
（１：１）

中部地方整備局 用地部

本業務においては、「用地調査点検等技術業務共通仕様書」第３章の各条項の規定に基づき、
下表の業務を実施する。

【業務内容】

本業務は、用地交渉に関する協議用資料等の作成及び調査書等の点検・調製確認を行う業務で
あり、仕様が確定しており、技術提案（品質確保に関する実施方針）を求めることで、品質の高
い成果が期待できることから、総合評価落札方式（１：１）とする。

【契約方式の選定理由留意点・課題】

項     目
第３１条 用地調査等業務の工程管理補助 ・本業務が施行されている現場等に立会い、適正な履行及び進捗状況の確認等
第３２条 調査書等の点検・調製確認 ・権利調査、用地測量に係る調査書等及びそれら以外の調査書等の点検・調製確認
第３３条 調査書等の点検の報告 ・点検完了後、点検報告書により点検結果を報告
第３４条 調査書等の点検・調製確認の完了 ・報告した不整合等の修補の結果、適正に調製されているかを確認、報告
第３５条 用地関係資料の作成 ・土地等の取得等に係る損失の補償又は事業損失に関する費用負担について資料を作成

第３６条 記録簿等の作成
・記録者として監督職員又は監督職員が指定した者が行う用地交渉等又は打合せ協議に
同席し、記録簿等を作成

第３７条 資料収集調査
・対象区域内における登記所、市町村役場等において登記事項証明書、戸籍簿等の謄本
等の資料収集

第３８条 現地確認調査
・対象区域内における現地確認調査が必要なときは、監督職員に協議し、指示を受けて
実施

共通仕様書
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令和８年度 ○○用地調査点検等技術業務
総合評価
（１：１）

中部地方整備局 用地部

○企業に関する要件
（１）基本的要件［①単体企業、②設計共同体］

（２）資本関係及び人的関係に関する要件［①資本関係、②人的関係、③その他］

（３）業務拠点に関する要件

・中部地方整備局管内に営業拠点等を有する者でなければならない。

（４）業務実施体制に関する要件

（５）参加表明者の業務実績に関する要件［後述］

○技術者に関する要件
（６）配置予定技術者の資格に関する要件［①主任担当者］

（７）配置予定主任担当者の業務実績に関する要件［後述］

（８）配置予定主任担当者の手持ち業務に関する要件

○その他の要件
（９）技術提案書に関する要件

【競争参加資格要件（標準要件）１／２】
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令和８年度 ○○用地調査点検等技術業務
総合評価
（１：１）

中部地方整備局 用地部

○参加表明者の業務実績に関する要件
・同種業務：補償コンサルタント登録規程（以下「登録規程」という。）第２条第１項の別表に掲げる登録

部門のうち、○○部門、△△部門、□□部門の３部門全てに係る補償業務（用地調査点検等技

術業務、用地関係資料作成整理等業務、用地補償技術補助業務及び用地補償総合技術業務を含

む。）（３部門の実績は同一業務による実績でなくてもよい。）

【○○等には部門を記載】、【「３」は設定する部門数に合わせて変更】

理 由：本業務は、用地交渉を円滑に推進するための用地関係資料作成、調査書等の点検・調製確認で

あり、補償関係コンサルタント業務の実績が必要であるため。

・類似業務：登録規程第２条第１項の別表に掲げる登録部門に係るいずれかの補償業務（同種業務を除

く。）

理 由：同種業務の理由のとおり。

［ 同種・類似要件を満たす企業数 ： ３５０者程度 ］

○配置予定主任担当者の業務実績に関する要件
・同種業務：（企業と同様）

・類似業務：（企業と同様）

【競争参加資格要件（標準要件）２／２】
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令和８年度 ○○用地調査点検等技術業務
総合評価
（１：１）

中部地方整備局 用地部

 

【配点方針（標準配点）】
○総合評価点 ＝ 価格評価点＋技術評価点 （加算方式）

○価格評価点と技術評価点の配分 ＝ １：１（価格評価点６０点：技術評価点６０点）

【技術評価点［企業・技術者・技術提案書］】
●［企業］１０．５点

・業務拠点 ・・・ ４点
・企業信頼度（優良業務表彰等） ・・・ ２点
・賃上げ表明・賃上げ実績 ・・・ ４点
・ワーク・ライフ・バランス等の促進 ・・・０．５点

●［技術者（主任担当者）］２０点
・資格 ・・・ ３点 ６０．５点
・業務実績 ・・・ ３点
・業務成績（技術者評定） ・・・ ６点
・技術者信頼度（優良技術者表彰等） ・・・ ４点
・継続教育（CPD） ・・・ ４点

○［技術提案書］３０点
・実施方針（品質確保・若手技術者の活躍・人材育成） ３０点

○技術評価点 ＝ ６０点 × （技術評価の合計得点／６０．５点）
○価格評価点 ＝ ６０点 × （１－入札価格／予定価格）
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